
や行

や行
遊漁船業の適正化に関する法律関
係手数料

遊漁船業者の登録手数料
農林水産部
 水産課

0852-22-5313
https://www.pref.shimane.lg.jp/industry/suisan/kanri
/iji/yugyosengyo.html

ー

遊漁船業の適正化に関する法律関
係手数料

遊漁船業者の登録の更新手数料
農林水産部
 水産課

0852-22-5313
https://www.pref.shimane.lg.jp/industry/suisan/kanri
/iji/yugyosengyo.html

ー

輸出水産業の振興に関する法律関
係手数料

輸出水産物の製造の用に供する事業場の登録手数
料

農林水産部
 沿岸漁業振興課

0852-22-6772 ー ー

養鶏振興法関係手数料 標準鶏の認定手数料
農林水産部
 畜産課

0852-22-6826 ー ー

養鶏振興法関係手数料 ふ化業者の登録手数料
農林水産部
 畜産課

0852-22-6826 ー ー

養鶏振興法関係手数料 ふ化場の確認手数料
農林水産部
 畜産課

0852-22-6826 ー ー

養蜂振興法関係手数料 みつばち転飼許可手数料
農林水産部
 畜産課

0852-22-6826
https://www.pref.shimane.lg.jp/industry/norin/seisa
n/youhou/

ー

収入証紙で納付していた手数料等一覧 令和8年4月1日現在

使用料・手数料等名称 所管所属・連絡先 ホームページURL
しまね電子申請サービスで手
続きを探す際のキーワード
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